
「令和６年度 第一種電気工事士受験講習会(技能)」のご案内 

主催： (一社 )日本電気協会  四国支部 

第一種電気工事士試験の受験準備をされている方を対象に下記のとおり受験対策の講習会を開催いたしま

す。経験豊富な講師陣が公表された候補問題について、試験問題のポイントをわかりやすく丁寧に指導しま

すので、この機会に是非ご参加下さい。なお、ホームページからのインターネット申込は 550円お得となり

ますのでご利用ください。 

開 催 日 令和 ６年１０月１９日（土）、２０日（日） 

会   場 高松市屋島西町 1850-1 四国電力㈱総合研修所 第 3訓練棟 2階 配電内線訓練室 

カリキュラム 

（予 定） 

日 程 時 間 講 習 科 目 

１０月１９日 

（土） 

10:00～12:00 「技能練習（複線図・基本作業）」 

12:00～13:00 （昼休み） 

13:00～16:00 「技能練習（候補問題１～４）」 

１０月２０日 

（日） 

 9:00～12:00 「技能練習（候補問題５～８）」 

12:00～13:00 （昼休み） 

13:00～15:00 「技能練習（候補問題９～１０）」「技能試験について」 

※講習会当日は技能講習で必要な以下の作業用工具を必ず持参ください。 

ペンチ、ドライバー（プラスとマイナス）、電工ナイフ、スケール、ウォーターポンププラ

イヤー、リングスリーブ用圧着工具（圧着マークが電線コネクタの圧着部に表示できる構造

のもの[JIS C 9711-1982･1990･1997適合品]）。※加えて、電線の皮はぎ作業を効率的に行い

たい方やナイフの使い方が苦手な方は P-957ホーザン（HOZAN)VVFストリッパー等。 

定      員 ２５名 

テ キ ス ト 2024 年版 第一種電気工事士技能試験 公表問題の合格解答（オーム社発行）2,420円（税込） 

受 講 料 

（税込） 

日本電気協会四国支部 会員の方 左記以外の方 

テキスト無 テキスト込 テキスト無 テキスト込 

 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ申込 ２０，０００円 ２２，４２０円 ２５，０００円 ２７，４２０円 

FAX 申込 ２０，５５０円 ２２，９７０円 ２５，５５０円 ２７，９７０円 

申 込 方 法 

○申込方法 

日本電気協会四国支部のホームページ（https://www.s-ea.jp/）にアクセスして、「技術講習

会メニュー」を選択してください。 

①インターネットによるお申込みの場合 

   お申込みされる講習会の備考欄にある「お申込みフォーム」を選択し、お申込みフォーム
に必要事項を入力し、送信してください。（請求書が必要な場合、「連絡事項(備考)」欄に、
「請求書要」と記載ください） 

②ＦＡＸによるお申込みの場合（ＦＡＸ：087-822-6183） 

   お申込みされる講習会の備考欄にある「お申込み用紙」を選択し、受講申込書（ＰＤＦ）

をダウンロードして、必要事項を記載後、当支部へＦＡＸで送信してください。 

  当支部では①のお申込みメール、または②のお申込みのＦＡＸを受信後、申込内容を確認の

上、お申込みされた方へ受講料のご入金依頼メールを送信します。 

  受講料をご入金いただき、その入金確認ができれば、受講票メールを送信いたします。 

○注意事項 

 ・振込手数料は申込者でご負担願います。なお、金融機関の振込依頼書・払込受領書をもって

領収書に代えさせていただきます。 

・お申込をキャンセルされた場合、一旦お振り込みいただいた受講料の返金は応じかねますの

でご了承ください。なお、お申込後に受講者の変更は可能ですが、交代される方の氏名等の

受講者情報を当支部へお知らせください。 

・新型コロナウイルス感染症の対応については、適切な感染防止対策を講じて、安心、安全な

講習会の運営に努めてまいります。※裏面をご確認ください 

申 込 期 限 令和 ６年１０月７日（月）  （定員に達し次第 締め切ります） 

お問い合わせ先 （一社）日本電気協会 四国支部 高松市丸の内２番５号（TEL 087-822-6161） 担当 下河 

協 賛 団 体 （公社）日本電気技術者協会 四国支部 

https://www.s-ea.jp/）の「技術講習会メニュ
https://www.s-ea.jp/）の「技術講習会メニュ


受講者の皆さまへお知らせとお願い 

【新型コロナウイルス感染症の対応】 

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、令和５年５月８日

に５類感染症となり、基本的対処方針や業種別ガイドラインは廃止となりま

した。 

 

政府からの個人や事業者の判断に資するような感染症法に基づく情報や、

専門家の提言等を踏まえ、適切な感染対策を講じて安心・安全の確保に努め

ながら講習会を運営してまいりますので、何卒ご理解、ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

・厚生労働省においては、感染症の発症後５日間が感染させるリスクが高い

ことから、発症日を０日目として５日間の外出を控えることが推奨されて

おり、この期間に受講日が該当する場合は、事務局へ連絡の上、受講をお

控え願います。 

 

・講習会場では３つの密（密閉・密集・密接）を回避する行動をお願いしま

す。また、建物内のマスク着用を推奨しますので、マスクを持参いただき

ますようお願いします。なお、講師・事務局はマスクを常時着用します。 

 

・講習会場の入口付近などにアルコール消毒液を設置しておりますので、講

習開始前、休憩時間などに手指消毒をお願いします。 

 

・講習会当日の受付時に検温を実施いたします。体温が３７.５度以上の方は

受講をご遠慮いただきます。また、咳、咽頭痛、倦怠感、味覚障害など、

新型コロナウイルスの感染が疑われる症状のある方は受講をご遠慮いただ

きます。 

 
・講習会参加中は、咳エチケットに留意していただくとともに、体調が悪く
なった場合は、無理をせずに必ず事務局へお申し出ください。 

 


